資料５


総務部　令和８年２月定例府議会提出予定議案（予算案を除く）の概要


[bookmark: _Hlk155341992]条例案（８件）
	[bookmark: _Hlk157077258]件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要
	所管局課

	大阪府行政手続条例一部改正の件
	行政手続法等の改正により、名宛人の住所が判明しない場合の聴聞の通知について、インターネット等を用いて行うこととされたことを踏まえ、条例において同趣旨の改正を行う。
　　　　施行日：令和８年５月２１日

	法　務　課

	大阪府公益認定等委員会条例一部改正の件
	公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の改正により、委員の要件が追加されたことに伴い、条例において同趣旨の改正を行う。
　　　　施行日：令和８年４月１日

	法　務　課

	大阪府附属機関条例等一部改正の件
	委員の本業及び主要都道府県等の報酬の水準等を踏まえ、附属機関の委員の報酬の上限額を改定する。
　　〔改正前〕日額　　９，８００円
　　〔改正後〕日額　１８，０００円　等　
　　　　施行日：令和８年４月１日
　〔関係条例〕
　　・大阪府附属機関条例ほか３８条例

	企画厚生課

	職員の給与に関する条例及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例一部改正の件
	１　地方自治法の改正に伴い、給料等の額が、在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会で定める額を下回る職員に対して、その差額を月額に換算した額を支給するための第二種初任給調整手当を新設する。
２　令和７年１０月の人事委員会の勧告等を踏まえ、所要の改正を行う。
　〔主な改正内容〕
　・交通の用具を使用する職員についての通勤手当を、６６，
４００円を超えない範囲内で使用距離の区分に応じて人
事委員会規則で定める額とする。
　・駐車場等を利用する職員についての通勤手当を新設する。
　　　　施行日：令和８年４月１日

	企画厚生課










	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要
	所管局課

	職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正の件
	１　義務教育費国庫負担金の算定基準額の引上げが行われることに伴い、週休日等に行う部活動等における指導に係る教員特殊業務手当について、額の引上げ等を行う。
　　〔改正前〕４時間以上　３，６００円
　　〔改正後〕３時間以上　３，９００円　等
２　監察医事務所に兼務する医師に死体取扱手当等を支給するため、給料の調整額が支給されていない医師を死体取扱手当等の支給対象に追加する等の改正を行う。
　　　　施行日：令和８年４月１日
３　気象業務法の改正により、新たな高潮警報の類型が追加されたことに伴い、当該警報が発令されている状況下で漁港施設等の巡回監視等の業務に従事した場合、災害応急作業等手当を支給することができることとする。
　　　　施行日：規則で定める日

	企画厚生課

	知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例一部改正の件
	　財政規律の確保のため、知事及び副知事の給料及び期末手当の時限的減額を行う特例期間の終期を令和８年３月３１日から令和９年３月３１日に延長する。
　　　　施行日：令和８年４月１日

	企画厚生課

	大阪府組織条例一部改正の件
	内部組織である万博推進局を廃止する。
　　　施行日：令和８年４月１日

	人　事　課

	大阪府住民基本台帳法施行条例一部改正の件
	住民基本台帳法等の改正により、本人確認情報を利用することができる法定事務が追加されたこと等に伴い、条例に規定していた事務を削除する。
　　　施行日：公布の日

	市 町 村 局





報告（１件）
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要
	所管局課

	令和６年度内部統制に関する評価結果報告の件
	　地方自治法（昭和22年法律第67号）第150条第４項の内部統制に関する評価結果について、同条第６項の規定により監査委員の意見を付けて報告するもの。

	法　務　課
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